
 排水路測量業務委託（安城町地内） 

特記仕様書 

第１条 適用範囲 

１．本特記仕様書は安城市（以下「発注者」という。）が実施する「排水路測量業務委託

（安城町地内）」について適用するものとする。 

２．本業務の受注者は契約図書、関連法規、特記仕様書及び愛知県建設局発行の測量及

び設計業務等共通仕様書（以下「共仕という。」）を遵守しなければならない。 

 

第２条 業務目的 

本業務は、安城町地区の排水路の排水系統を詳細に把握するため、現地を測量し、

最適な排水計画を計画することを目的とする。 

 

第３条 業務内容 

１． 受注者は契約後速やかに契約図書等に基づき業務計画を作成し、発注者に提出しな

ければならない。 

２． 計画の検討に必要となる、測量を以下について行うものとする。 

なお、使用する基準点については発注者に指示に従うこと。 

（１） 路線測量 L=1.1km W=20m 

現況の排水路敷高、流入している排水路を調査、測定し縦断図を作成する。

また街区（地形変化点）毎に横断図を作成する。 

・作業計画  

・現地踏査   

・中心線測量  

（縦断測量を実施するための卓上での線形計算のみとする P=50m） 

・縦断測量  

・横断測量（街区毎に 1 箇所程度 P=100m W=20m） 

３． 排水計画検討業務以下のとおり行うものとする。 

（１） 資料収集 

施設・区画割平面図、雨水管資料、天草川の改修計画図及びその他必要な資

料収集及び整理を行う。 

（２） 現地踏査 

現況流域を調査し、排水系統等について確認する。 

（３） 流量断面計算 

流域調査の結果及び排水先の敷高を考慮した、排水系統、計画勾配及び計画

断面を決定する。 

（４） 報告書作成 



・計画の概要 

・決定した事項についての検討の経緯とその結果 

・その他必要事項 について解説して取りまとめる。 

 

第４条 提出書類 

受注者は、本業務の着手及び完了時には、発注者の契約定款に定めるもののほか、次

の書類を提出し、承認を受けるものとする。また、承認された事項を変更する時も同様

とする。 

（１） 現場代理人・主任技術者届 

（２） 業務実施計画書 

（３） 履行報告書 

（４） 業務カルテ（着手時、変更時、完了時） 

（５） 完了届 

（６） 納品書 

（７） その他発注者が必要と認めた書類 

  

第５条  協議・打合せ 

  共仕第 112 条の第 2 項に記載のある、業務の区切りは下記のとおりとし、打合せ場所

は安城市役所建設部土木課とする。 

  また、受注者は本業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者と常に密接な連絡をと

り、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとする。 

  なお、その結果について記録し相互に確認するものとする。 

 （１） 業務着手時 

 （２） 中間時（１回） 

 （３） 成果品納入時 

 （４） その他、発注者が必要と認めたとき 

 

第６条 成果品 

 １  納品する成果品は次に掲げるものとし、すべて発注者の承認を受けずに他に公表、

貸与及び使用してはならない。 

    なお、成果品は次のとおりとする。 

    ・排水計画検討業務・測量成果報告書    1 部（A4 版ファイルとじ） 

    ・各種設計図書 CD－R           1 部 

    ・その他必要と認められた資料       1 式 

    成果品納入場所は、安城市役所建設部土木課とする。 

 ２  受注者は、成果品完成後に「発注者」の審査を受けなければならない。 



３  成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければなら

ない。 

 

第７条 電子納品 

  本業務は、電子納品対象業務とする。 

  電子納品とは、「調査、設計などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品する

こと」をいう。なお、電子成果品は「土木設計業務等の電子納品要綱 令和 2 年 3 月」、

図面作成は「CAD 製図基準 平成 29 年 3 月」に基づき作成するものとする。 

 

第８条 疑義 

  受注者は、本業務の実施に当たり設計図書等に疑義を生じた場合は、特記仕様書に定

めのない事項については、発注者と協議のうえ処理するものとする。 

 

第９条 その他 

  受注者は、本業務の進捗状況を把握するために、毎月 5 日までに履行報告書を提出す

ること。  



 

設計業務における電子納品に関する特記仕様 

 （電子納品定義） 

第１条  電子納品とは、業務の完成に係る提出物（以下「成果品」という。）を、電子

情報により作成し提出するものをいう。ただし、電子情報の作成に係る基準は安城市が

別に定める電子納品に関する手順（以下「手順書」という。）によるものとし、手順書

に記載のない事項は国及び愛知県の基準を準用するものとする。 

 （成果品の提出） 

第２条  電子納品の対象とする成果品は報告書（各種計算書含む）及び設計図とし、手

順書等に基づき電子情報を電子媒体に記録し提出する。ただし、紙の書類及び図面によ

る成果品の提出が別途定められている場合は併せて提出するものとする。 また、電子

納品の対象とする成果品のうち、電子納品として提出する必要のない部分は事前協議に

より定め、紙の成果品を作成するものとする。 

 （その他） 

第３条  受注者は、成果品の作成にあたり、疑義が生じた場合は速やかに監督員と協議

し、その指示を受けなければならない。 


